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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブに取り付けられるブラケット部と、穿刺針のガイド孔が形成されたガイ
ド部とを備え、
　該ガイド部は、前記ブラケット部に設けられたガイド部本体と、このガイド部本体に着
脱自在に取り付けられる針押さえパッドとを有し、前記ガイド部本体及び前記針押さえパ
ッドの対向取付面には、それぞれ溝部が設けられていて、前記針押さえパッドを前記ガイ
ド部本体に取り付けた状態で、前記各溝部によって前記ガイド孔が形成される穿刺用アダ
プタであって、
　前記ガイド部本体及び前記針押さえパッドの表面に、前記ガイド部本体と前記針押さえ
パッドとの境界を跨いで連続するようにして施された表示を備える
ことを特徴とする穿刺用アダプタ。
【請求項２】
　請求項１に記載の穿刺用アダプタを取り付けたことを特徴とする超音波プローブ。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波プローブを備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波プローブに取り付けられて穿刺針のガイドとして使用される穿刺用ア
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ダプタ、超音波プローブ及び超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　穿刺針を生体内に刺入して、腫瘍の焼灼治療を行ったり、組織を採取したりする穿刺術
が行われている。このような穿刺術では、超音波診断装置で刺入箇所の断面画像を確認し
ながら穿刺が行われる。具体的には、超音波の送受信を行う超音波プローブに穿刺用アダ
プタを取り付け、超音波撮像を行いながら前記穿刺用アダプタに形成されたガイド孔から
穿刺針を生体に刺入している。
【０００３】
　前記穿刺用アダプタは、例えば特許文献１に示されるように、超音波診断装置における
超音波プローブに取り付けられるブラケット部と、穿刺針のガイド孔が形成されたガイド
部とを備えている。このような穿刺用アダプタとして、前記ガイド部が、前記ブラケット
部に一体に設けられたガイド部本体と、このガイド部本体に着脱自在に取り付けられる針
押さえパッドとを有する穿刺用アダプタがある。このような構造の穿刺用アダプタについ
て、図１１に基づいて説明する。図１１は、従来の穿刺用アダプタの一例を示す分解斜視
図である。この図１１に示す穿刺用アダプタ５０において、５１は超音波プローブ５２に
取り付けられるブラケット部、５３は穿刺針（図示省略）のガイド孔５４が形成されたガ
イド部である。このガイド部５３は、前記ブラケット部５１に一体に設けられたガイド部
本体５５と、このガイド部本体５５に着脱自在に取り付けられる針押さえパッド５６とを
有して構成されている。前記針押さえパッド５６は、前記ガイド部本体５５を、前記針押
さえパッド５６の取付側とは反対側から貫通するボルト５７によって、前記ガイド部本体
５５に取り付けられるようになっている。前記針押さえパッド５６は、係合突起（図示省
略）を有しており、この係合突起を前記ガイド部本体５５に設けられた係合切欠５８に係
合させた状態で、前記ガイド部本体５５に取り付けられるようになっている。
【０００４】
　前記ガイド部本体５５及び前記針押さえパッド５６の対向取付面には、それぞれ本体側
溝部５９とパッド側溝部６０とが設けられている。そして、前記針押さえパッド５６を前
記ガイド部本体５５に取り付けた状態で、前記各溝部５９，６０によって前記ガイド孔５
４が形成されるようになっており、このようにして形成されるガイド孔５４は、前記ガイ
ド部本体５５と前記針押さえパッド５６との境界に開口している。
【０００５】
　前記針押さえパッド５６の前記ガイド部本体５５への取付けにあっては、両者を密着さ
せるようにして取付けを行ってもよく、また互いの間に隙間を空けるようにして取付けを
行ってもよい。後者の場合、すなわち前記針押さえパッド５６の取付けを、前記ガイド部
本体５５との間に隙間を空けるようにして行う場合、前記ガイド部本体５５及び前記針押
さえパッド５６にそれぞれ設けられた前記各溝部５９，６０に前記穿刺針を配置した状態
で前記ボルト５７を締結して前記穿刺針を前記ガイド部本体５５及び前記針押さえパッド
５６の間で挟持することで、この穿刺針が前記ガイド孔５４に保持される。
【０００６】
　このように構成された前記穿刺用アダプタ５０においては、前記ガイド部本体５５に対
して、前記針押さえパッド５６を着脱自在とすることにより、前記ガイド部本体５５への
前記針押さえパッド５６の取付時に、前記針押さえパッド５６と前記ガイド部本体５５と
の隙間を調節することができ、これによりさまざまな太さの穿刺針を前記ガイド孔５４に
保持することができる。すなわち、前記針押さえパッド５６を前記ガイド部本体５５との
間に隙間がない状態で取り付けたときには、最も細い穿刺針を前記ガイド孔５４で保持す
ることができ、また前記針押さえパッド５６を前記ガイド部本体５５に取り付けたときの
互いの隙間を広げるに連れて、より太い穿刺針を前記ガイド孔５４で保持することができ
る。
【０００７】
　また、生体に刺入された穿刺針を抜くときに、前記ガイド孔５４には血液が付着するた



(3) JP 5208468 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

め、使用後は前記ガイド孔５４を洗浄する必要がある。前記穿刺用アダプタ５０において
は、前記ガイド部本体５５に対して、前記針押さえパッド５６を着脱自在とし、前記ガイ
ド孔５４を前記ガイド部本体５５及び前記針押さえパッド５６の対向取付面にそれぞれ設
けられた前記各溝部５９，６０によって形成することにより、前記ガイド孔５４を洗浄す
る際には、前記針押さえパッド５６を前記ガイド部本体５５から取り外して、前記各溝部
５９，６０を洗浄すればよいので、容易かつ確実な洗浄をすることができる。
【特許文献１】特開平１１－１２８２３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のように、前記針押さえパッド５６が前記ガイド部本体５５に対して着脱可能とな
っている前記穿刺用アダプタ５０においては、前記ガイド部本体５５に前記針押さえパッ
ド５６を取り付ける際、この針押さえパッド５６を誤って本来の取付位置又は取付角度と
は異なる角度又は位置に配置してしまうことがある。しかし、従来は、前記ガイド部本体
５５及び前記針押さえパッド５６の色彩が同一であるため、前記針押さえパッド５６の角
度や位置のずれに気がつかないおそれがあった。
【０００９】
　また、前記穿刺用アダプタ５０は、手術室等で使用されるようになっているが、手術室
では光源が多方面であるために陰影がつきにくく、前記ガイド孔５４の位置が分かりにく
くなることがある。
【００１０】
　本発明の目的は、穿刺針のガイド部がガイド部本体とこのガイド部本体に着脱可能な針
押さえパッドとから構成される穿刺用アダプタにおいて、前記針押さえパッドが本来の取
付け位置からずれていることを容易に視認することができる穿刺用アダプタ、このような
穿刺用アダプタが取り付けられた超音波プローブ及びこのような超音波プローブを備えた
超音波診断装置を提供することである。
【００１１】
　また、本発明の他の目的は、ガイド孔の位置を容易に視認することができる穿刺用アダ
プタ、このような穿刺用アダプタが取り付けられた超音波プローブ及びこのような超音波
プローブを備えた超音波診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明は、前記課題を解決するためになされたもので、第1の観点の発明は、超音波
プローブに取り付けられるブラケット部と、穿刺針のガイド孔が形成されたガイド部とを
備え、該ガイド部は、前記ブラケット部に設けられたガイド部本体と、このガイド部本体
に着脱自在に取り付けられる針押さえパッドとを有して構成され、前記ガイド部本体及び
前記針押さえパッドの対向取付面には、それぞれ溝部が設けられていて、前記針押さえパ
ッドを前記ガイド部本体に取り付けた状態で、前記各溝部によって前記ガイド孔が形成さ
れ、該ガイド孔は、前記ガイド部本体と前記針押さえパッドとの境界に開口する穿刺用ア
ダプタであって、前記ガイド部本体と前記針押さえパッドとの境界を境にして、前記ガイ
ド部本体側と前記針押さえパッド側とで互いに異なる色彩となるようにしたことを特徴と
する穿刺用アダプタである。
【００１３】
　第２の観点の発明は、第１の観点の発明に係る穿刺用アダプタにおいて、前記ガイド部
本体の全体と前記針押さえパッドの全体とを互いに異なる色彩とすることにより、前記ガ
イド部本体と前記針押さえパッドとの境界を境にして、前記ガイド部本体側と前記針押さ
えパッド側とで互いに異なる色彩としたことを特徴とする穿刺用アダプタである。
【００１４】
　第３の観点の発明は、第１の観点の発明に係る穿刺用アダプタにおいて、前記ガイド部
本体及び前記針押さえパッドの少なくともいずれか一方における一部分であって、前記ガ
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イド部本体と前記針押さえパッドとの境界と接する部分の色彩を、他方とは異なる色彩と
することにより、前記ガイド部本体と前記針押さえパッドとの境界を境にして、前記ガイ
ド部本体側と前記針押さえパッド側とで互いに異なる色彩としたことを特徴とする穿刺用
アダプタである。
【００１５】
　第４の観点の発明は、超音波プローブに取り付けられるブラケット部と、穿刺針のガイ
ド孔が形成されたガイド部とを備え、該ガイド部は、前記ブラケット部に設けられたガイ
ド部本体と、このガイド部本体に着脱自在に取り付けられる針押さえパッドとを有し、前
記ガイド部本体及び前記針押さえパッドの対向取付面には、それぞれ溝部が設けられてい
て、前記針押さえパッドを前記ガイド部本体に取り付けた状態で、前記各溝部によって前
記ガイド孔が形成される穿刺用アダプタであって、前記ガイド部本体及び前記針押さえパ
ッドの表面に、前記ガイド部本体と前記針押さえパッドとの境界を跨いで連続するように
して施された表示を備えることを特徴とする穿刺用アダプタである。
【００１６】
　第５の観点の発明は、超音波プローブに取り付けられるブラケット部と、穿刺針のガイ
ド孔が形成されたガイド部とを備えた穿刺用アダプタであって、前記ガイド孔の開口部を
通るような境界を境にして、両側を異なる色彩としたことを特徴とする穿刺用アダプタで
ある。
【００１７】
　第６の観点の発明は、第１，４又は５の観点の発明に係る穿刺用アダプタを取り付けた
ことを特徴とする超音波プローブである。
【００１８】
　第７の観点の発明は、第６の観点の発明に係る超音波プローブを備えたことを特徴とす
る超音波診断装置である。
【発明の効果】
【００１９】
　第１，２，３，６，７の観点の発明によれば、前記ガイド部本体と前記針押さえパッド
との境界を境にして、前記ガイド部本体側と前記針押さえパッド側とで互いに異なる色彩
となっているので、前記ガイド部本体と前記針押さえパッドとの境界において、前記ガイ
ド部本体及び前記針押さえパッドのそれぞれの輪郭がはっきりする。これにより、前記針
押さえパッドを前記ガイド部本体に取り付ける際に、前記針押さえパッドを本来の取付位
置からずれて配置した場合であっても、前記針押さえパッドと前記ガイド部本体との境界
部分においてずれを容易に視認することができる。また、前記ガイド孔は、前記ガイド部
本体と前記針押さえパッドとの境界に開口しているので、この境界を境にして、前記ガイ
ド孔の輪郭の色彩が異なるものとなる。これにより、前記ガイド孔の輪郭が部分的にはっ
きりするので、その位置を容易に視認することができる。
【００２０】
　第４，６，７の観点の発明によれば、前記針押さえパッドを前記ガイド部本体に取り付
ける際に、前記針押さえパッドを本来の取付位置からずれて配置した場合、前記針押さえ
パッドと前記ガイド部本体との境界部分において、前記表示が不連続になるので、ずれを
容易に視認することができる。
【００２１】
　第５，６，７の観点の発明によれば、前記ガイド孔の開口部を通るような境界を境にし
て、両側を異なる色彩とすることにより、前記境界を境にして、前記ガイド孔の輪郭の色
彩が異なるものとなる。これにより、前記ガイド孔の輪郭が部分的にはっきりするので、
前記ガイド孔の位置を容易に視認することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。
（第一実施形態）
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　先ず、本発明の第一実施形態について説明する。図１は、本発明の第一実施形態に係る
穿刺用アダプタの斜視図、図２は、図１に示す穿刺用アダプタの分解斜視図、図３は、図
１に示す穿刺用アダプタを構成する針押さえパッドを示す斜視図、図４及び図５は、穿刺
針が保持された状態の図１に示す穿刺用アダプタの斜視図、図６は図１に示す穿刺用アダ
プタのガイド部本体に、針押さえパッドを本来の取付位置からずれて配置した状態を示す
斜視図、図７は、図１に示す穿刺用アダプタのガイド孔の開口部の拡大斜視図である。
【００２３】
　図に示す穿刺用アダプタ１は、超音波診断装置（図示省略）における超音波プローブ２
に取り付けられて使用されるものである。具体的構成について説明すると、前記穿刺用ア
ダプタ１は、前記超音波プローブ２に取り付けられるブラケット部３と、穿刺針１８（図
４，図５参照）のガイド孔４が形成されたガイド部５とを備えている。前記ブラケット部
３は、弾性を有しており、略コの字形状に形成されている。このような形状の前記ブラケ
ット部３の開口端部３ａ，３ｂには、切欠部６ａ，６ｂが形成されており、一端部３ａに
形成された前記切欠部６ａには、バー７が回動自在に軸支されている。このバー７は、前
記ブラケット３を前記超音波プローブ２に取り付けるときに、前記ブラケット３の開口部
を閉じるための部材である。前記バー７の先端部にはナット８が螺合している。前記ブラ
ケット３を前記超音波プローブ２に取り付ける際には、先ず前記ブラケット部３の開口部
を開放状態としてこのブラケット部３に前記超音波プローブ２を挿入し、この状態で前記
ブラケット３の開口部を前記バー７によって閉じる。そして、前記ブラケット３の他端部
３ｂに形成された前記切欠部６ｂに、前記バー７の先端側であって前記ナット８よりも内
側の部分を嵌合させて前記ブラケット３の外側から前記ナット８を締め付けることにより
、前記バー７を前記他端部３ｂに係止させるようになっている。
【００２４】
　前記ガイド部５には、前記ガイド孔４として、第一ガイド孔４ａ及び第二ガイド孔４ｂ
が形成されている。また、前記ガイド部５は、前記ブラケット部３と一体に設けられたガ
イド部本体９と、このガイド部本体９に着脱自在に取り付けられる針押さえパッド１０と
を有して構成されている。前記針押さえパッド１０は、前記ガイド部本体９を前記針押さ
えパッド１０の取付け側とは反対側から貫通するボルト１１によって、前記ガイド部本体
９に取り付けられるようになっている。
【００２５】
　前記ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０は、互いに異なる色彩となっている。本
実施形態では、前記ガイド部本体９の全体と前記針押さえパッド１０の全体が互いに異な
る色彩となっている。これにより、前記ガイド部本体９に前記針押さえパッド１０を取り
付けた状態では、前記ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界を境にして、前
記ガイド部本体９側と前記針押さえパッド１０側とで互いに異なる色彩となっている。こ
こで、前記ガイド部本体９及び前記針押さえパッド１０の色彩としては、例えばいずれか
一方を白色、他方を青色や黒色とするなど、明確に異なる色彩とすることが好ましい。
【００２６】
　前記ガイド部本体９及び前記針押さえパッド１０の対向取付面１２，１３には、それぞ
れ本体側溝部１４及びパッド側溝部１５が設けられている。そして、前記針押さえパッド
１０を前記ガイド部本体９に取り付けた状態で、前記各溝部１４，１５によって前記ガイ
ド孔４が形成されるようになっており、このようにして形成されるガイド孔４は、前記ガ
イド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界に開口している。
【００２７】
　ちなみに、前記各溝部１４，１５における穿刺針挿入側（前記ガイド部本体９及び前記
針押さえパッド１０の上面９ａ，１０ａ側）の端部は、穿刺針挿入側に向かって広がるテ
ーパ面となっている。これにより、前記ガイド孔４の穿刺針挿入側の開口部は、開口側に
向かって広がるテーパ形状となっており、前記穿刺針１８を容易に挿入することができる
ようになっている。
【００２８】
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　前記各溝部１４，１５は、それぞれ第一溝部１４ａ，１５ａと第二溝部１４ｂ，１５ｂ
とを有している。そして、前記各溝部１４，１５の第一溝部１４ａ，１５ａにより、前記
第一ガイド孔４ａが形成され、また前記各溝部１４，１５の第二溝部１４ｂ，１５ｂによ
り、前記第二ガイド孔４ｂが形成されるようになっている。前記本体側溝部１４の前記第
一溝部１４ａと前記第二溝部１４ｂは互いに交差し、また前記パッド側溝部１５の前記第
一溝部１５ａと前記第二溝部１５ｂは互いに交差している。これにより、生体に対する前
記第一ガイド孔４ａ及び前記第二ガイド孔４ｂの角度が異なるものとなり、前記穿刺針１
８を前記第一ガイド孔４ａに挿入するか前記第二ガイド孔４ｂに挿入するかで、その刺入
角度を変えることができるようになっている。
【００２９】
　前記ガイド部本体９には、係合切欠１６が形成されており、この係合切欠１６には、前
記針押さえパッド１０の対向取付面１３に設けられた係合突起１７が係合するようになっ
ている。
【００３０】
　次に、図４及び図５に基づいて、前記針押さえパッド１０の前記ガイド部本体９への取
付け及び前記ガイド部５における前記穿刺針１８の保持について説明する。前記針押さえ
パッド１０は、図４に示すように前記ガイド部本体９と密着させるようにして取り付けら
れてもよく、また図５に示すように前記ガイド部本体９との間に隙間を空けるようにして
取り付けられてもよい。前記針押さえパッド１０を前記ガイド部本体９と密着させるよう
にして取り付けた場合、前記ガイド孔４の径に合わせた前記穿刺針１８を前記ガイド孔４
に挿入してこのガイド孔４に保持させる。一方、前記針押さえパッド１０を前記ガイド部
本体９との間に隙間を空けて取り付ける場合、前記ガイド部本体９及び前記針押さえパッ
ド１０にそれぞれ設けられた前記各溝部１４，１５に穿刺針１８を配置した状態で前記ボ
ルト１１を締め付けて前記穿刺針１８を前記ガイド部本体９及び前記針押さえパッド１０
の間で挟持することで、この穿刺針１８が前記ガイド孔４に保持される。以上のような構
成により、様々な太さの穿刺針１８を前記ガイド孔４に保持することができる。
【００３１】
　本実施形態によれば、前記ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界を境にし
て、前記ガイド部本体９側と前記針押さえパッド１０側とで互いに異なる色彩となってい
るので、前記ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界において、前記ガイド部
本体９及び前記針押さえパッド１０のそれぞれの輪郭がはっきりする。これにより、前記
針押さえパッド１０を前記ガイド部本体９に取り付ける際に、例えば図６に示すように、
前記針押さえパッド１０を本来の取付位置からずれて配置した場合（図６では、前記係合
突起１７（図６では不図示）を、誤って前記ボルト１１を挿通する孔（符号省略）に挿入
した状態が示されている）であっても、前記針押さえパッド１０と前記ガイド部本体９と
の境界部分においてずれを容易に視認することができる。
【００３２】
　また、前記ガイド孔４は、前記ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界に開
口しているので、この境界を境にして、図７に示すように前記ガイド孔４の開口部の輪郭
の色彩が異なるものとなる。これにより、前記ガイド孔４の輪郭が部分的にはっきりする
ので、その位置を容易に視認することができる。また、本実施形態においては、前記ガイ
ド孔４の穿刺針挿入側の開口部は、開口側に向かって広がるテーパ形状となっているため
、そのテーパ面における前記ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界部分が、
見る角度によっては略Ｖ字形状となる。従って、このように見えることによっても、前記
ガイド孔４の位置を容易に視認することができる。
【００３３】
　次に、第一実施形態の変形例について図８に基づいて説明する。図８は、第一実施形態
の変形例の穿刺用アダプタを示す斜視図である。この変形例の穿刺用アダプタ１も、超音
波診断装置（図示省略）における超音波プローブ２に取り付けられて使用される。そして
、この変形例では、前記針押さえパッド１０における一部分であって、前記ガイド部本体
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９と前記針押さえパッド１０との境界と接する部分の色彩のみが、前記ガイド部本体９と
は異なる色彩となっている。具体的には、前記針押さえパッド１０における前記ガイド部
本体９への取付けを行う側の略半分が、前記ガイド部本体９の色彩とは異なる色彩となっ
ている。ちなみに、他の部分、すなわち前記ガイド部本体９及び前記針押さえパッド１０
における前記ガイド部本体９への取付けを行う側とは反対側の略半分の部分の色彩は、同
一となっている。
【００３４】
　ここで、この変形例においては、前記ガイド部本体９及び前記針押さえパッド１０のい
ずれか一方における一部分であって、前記ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との
境界と接する部分の色彩を、他方とは異なる色彩とすることにより、前記ガイド部本体９
と前記針押さえパッド１０との境界を境にして、前記ガイド部本体９側と前記針押さえパ
ッド１０側とで互いに異なる色彩となっていればよい。従って、図示しないが、前記針押
さえパッド１０における一部分ではなく、前記ガイド部本体９における一部分であって、
このガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界と接する部分、例えば前記ガイド
部本体９における前記針押さえパッド１０が取り付けられる側の略半分の部分のみが、前
記針押さえパッド１０の色彩とは異なる色彩となっていてもよい。
【００３５】
　この変形例によっても、前記ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界を境に
して、前記ガイド部本体１０側と前記針押さえパッド１０側とで互いに異なる色彩となっ
ているので、前記針押さえパッド１０を本来の取付位置からずれて配置した場合であって
も、前記針押さえパッド１０と前記ガイド部本体９との境界部分においてずれを容易に視
認することができ、また前記ガイド孔４の位置を容易に視認することができる。
【００３６】
（第二実施形態）
　次に、本発明の第二実施形態について説明する。図９は、本発明の第二実施形態に係る
穿刺用アダプタの斜視図である。図９において、前記第一実施形態と同一の構成について
は、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
【００３７】
　図９に示す穿刺用アダプタ２０も、第一実施形態と同様に超音波診断装置における超音
波プローブ（それぞれ図示省略）に取り付けられて使用されるものである。具体的構成に
ついて説明すると、前記穿刺用アダプタ２０は、前記ガイド部本体９及び前記針押さえパ
ッド１０の表面に、前記ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界を跨いで連続
するようにして円形の表示２１が施されている。
【００３８】
　ここで、前記表示２１は、円形に限られるものではなく、例えば三角形や四角形、前記
ガイド部本体９と前記針押さえパッド１０との境界と直交或いは所定の角度をもって交差
する所定の幅を有する直線等の図形や、文字などであってもよい。
【００３９】
　この第二実施形態によれば、前記針押さえパッド１０を前記ガイド部本体９に取り付け
る際に、前記針押さえパッド１０を本来の取付位置からずれて配置した場合、前記針押さ
えパッド１０と前記ガイド部本体９との境界部分において、前記表示２１が不連続になる
ので、ずれを容易に視認することができる。
【００４０】
（第三実施形態）
　次に、本発明の第三実施形態について説明する。図１０は、本発明の第三実施形態に係
る穿刺用アダプタの斜視図である。図１０において、前記第一実施形態と同一の構成につ
いては、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
【００４１】
　図１０に示す穿刺用アダプタ３０も、第一，第二実施形態と同様に超音波診断装置にお
ける超音波プローブ（それぞれ図示省略）に取り付けられて使用されるものである。具体
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部本体９と前記針押さえパッド１０の二部材で構成されるのではなく、これらが一体とな
って構成され、このように構成されたガイド部５にガイド孔４が形成されている。
【００４２】
　このような構成の前記ガイド部５においては、前記ガイド孔４の開口部を通るような境
界を境にして両側が異なる色彩となっている。
【００４３】
　前記穿刺用アダプタ３０によれば、前記ガイド孔４の開口部を通るような境界を境にし
て、両側を異なる色彩とすることにより、前記境界を境にして、前記ガイド孔４の輪郭の
色彩が異なるものとなる。これにより、前記ガイド孔４の輪郭が部分的にはっきりするの
で、前記ガイド孔４の位置を容易に視認することができる。また、第一実施形態と同様に
、前記ガイド孔４の穿刺針挿入側の開口部は、開口側に向かって広がるテーパ形状となっ
ているため、そのテーパ面においては、見る角度によって色彩の境界部分が略Ｖ字形状と
なる。従って、このように見えることによっても、前記ガイド孔４の位置を容易に視認す
ることができる。
【００４４】
　以上、本発明を前記各実施形態によって説明したが、この発明はその主旨を変更しない
範囲で種々変更実施可能なことはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第一実施形態に係る穿刺用アダプタの斜視図である。
【図２】図１に示す穿刺用アダプタの分解斜視図である。
【図３】図１に示す穿刺用アダプタを構成する針押さえパッドを示す斜視図である。
【図４】穿刺針が保持された状態の図１に示す穿刺用アダプタの斜視図である。
【図５】穿刺針が保持された状態の図１に示す穿刺用アダプタの斜視図である。
【図６】図１に示す穿刺用アダプタのガイド部本体に、針押さえパッドを本来の取付位置
からずれて配置した状態を示す斜視図である。
【図７】図１に示す穿刺用アダプタのガイド孔の開口部の拡大斜視図である。
【図８】第一実施形態の変形例の穿刺用アダプタを示す斜視図である。
【図９】本発明の第二実施形態に係る穿刺用アダプタの斜視図である。
【図１０】本発明の第三実施形態に係る穿刺用アダプタの斜視図である。
【図１１】従来の穿刺用アダプタの一例を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００４６】
　　１，２０，３０　穿刺用アダプタ
　　２　超音波プローブ
　　３　ブラケット部
　　４　ガイド孔
　　５　ガイド部
　　９　ガイド部本体
　　１０　針押さえパッド
　　１２，１３　対向取付面
　　１４　本体側溝部（溝部）
　　１５　パッド側溝部（溝部）
　　１８　穿刺針
　　２１　表示
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